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【豊島区の重層的支援体制のフロー図】

p80

福祉包括化推進員がコーディネート

地域づくり事業（P��）

アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

（P��）

参加支援事業
（P��）

福祉包括化推進部会

包括的相談支援事業（P��）

多機関協働事業（P��）

関係者会議
関係者を集めて、支援方針を検討

福祉包括化推進部会
支援内容の検討・助言

生活課題を抱える区民（人・世帯）

相談に行ける 相談につながっていない
（相談に行けない・相談先がわからない等）

包括的な支援を終結につなげるための
環境基盤整備など

➀相談

➁複雑化・複合化した
　課題の場合

➂支援内容に
　基づき、必要な
　支援につなぐ

➃支援状況の
　進捗を報告

➄今後の支援
　方針の決定

➅必要に応じて
　支援方針を再検討

⓪寄り添い型の支援で
　相談窓口につなげる

終結経過観察

● どの窓口でも、一旦
　すべての相談事を受け止める
● 単一課題の場合は
　適切な窓口で支援

➃
➂
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　保健・福祉に関する各専門相談機関において、相談者が抱える悩み事・相談事が担当業務
以外の事情におよんだ場合でも、一旦すべての内容を受け止め、必要に応じ、適切な相談窓口
につなげ、豊島区全体で支える体制を推進していきます。

1 包括的相談支援事業

～豊島区にある福祉相談窓口（※1）～

相談機関 実施主体（直営 / 委託） 相談窓口
設置数 設置形態

★くらし・しごと相談支援センター 自立促進担当課（委託） １か所 基本型

★高齢者総合相談センター＊ 高齢者福祉課（委託） ８か所 基本型

心身障害者福祉センター
★（基幹相談支援センター）
　	（障害者虐待防止センター）

障害福祉課（直営） １か所 基本型

★
利
用
者
支
援
事
業

（母子保健型）健康推進課相談窓口
　　　　　　	長崎健康相談所相談窓口

健康推進課（直営）
長崎健康相談所（直営） ２か所 基本型

（基本型）子育てインフォメーション 子育て支援課（直営） １か所 基本型

（基本型）子ども家庭支援センター相談窓口 子ども家庭支援センター（直営） ２か所 基本型

（特定型）保育アドバイザー 保育課（直営） １か所 基本型

　ひきこもり相談窓口 自立促進担当課（委託） １か所 基本型

　コミュニティソーシャルワーカー（CSW）＊ 福祉総務課（委託） ８か所 地域型

　入居相談窓口 福祉総務課、住宅課（直営） １か所 基本型

　発達障害者相談窓口 障害福祉課（直営） １か所 基本型

　生活福祉課相談窓口 生活福祉課（直営） １か所 基本型

　西部生活福祉課相談窓口 西部生活福祉課（直営） １か所 基本型

　介護相談窓口 介護保険課（直営） １か所 基本型

　アシスとしま（子ども若者総合相談） 子ども若者課（一部委託） １か所 基本型

　女性相談窓口 子育て支援課（直営） １か所 基本型

　児童相談所相談窓口 児童相談課（直営） １か所 基本型

　子ども家庭支援センター相談窓口 子ども家庭支援センター（直営） ２か所 基本型

　スクールソーシャルワーカー＊ 教育センター（直営） 30か所
（全小中学校） 基本型

※1	 重層的支援体制整備事業補助交付金の対象事業（★印）および福祉包括化推進員が配置されている相談窓口	
	 を掲載（令和5年4月1日現在）。

※ 2	 単一の事業の委託を受け、支援を実施する形態
※3	 地域住民に身近な場所等で相談等に応じる形態

（※2）

（※3）
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　既存のコミュニティに加え、新たに発掘・整備された地域の社会資源を最大限に活用し、支
援を必要とする人のニーズと地域の資源との間を取り持つことで、社会とのつながりを回復で
きるよう支援します。
　地域とのつなぎ役は、区民ひろばに配置されているコミュニティソーシャルワーカー（CSW）＊ 
がその中心を担います。

2 参加支援事業

★印は重層的支援体制整備事業補助交付金の対象事業。
※表に記載されている名称等は令和5年4月1日現在のものです。

コラム No.25

「参加支援」と「参加支援事業」
　本区では、「参加支援」の取組が充実しており、さまざまな社会参加に向けた支援を行っ
ています。（P49　施策③参照）
　一方で、国が示す重層的支援体制整備事業における「参加支援事業」は、「既存の参加
支援に向けた事業では対応できない」支援と定義されており、多機関協働事業での支援方
針に基づく取組の一つに位置づけられています。
　本区では重層的支援体制整備事業が実施される以前から、複雑化・複合化した課題を
抱えた人・世帯に対しても、社会参加に向けた支援を行ってきました。そのため、多機関協
働事業での検討を経ずに、適切な支援につながることも多く、「重層的支援体制整備事業
における参加支援事業」としての支援件数はごくわずかとなっています。

さまざまな主体が「狭間のニーズ」を抱える当事者に対して、
社会参加のサポートを行う活動

～主な事業～

事業名 実施主体（直営 / 委託） 配置人数

★くらし・しごと相談支援センター 自立促進担当課（委託） 12人

★ひきこもり相談窓口 自立促進担当課（委託） 3人

　コミュニティソーシャルワーク＊事業 福祉総務課（委託） 16人

「参加支援」

「重層的支援体制整備事業」の一つとして、
自治体が国の予算を活用して実施する事業

「参加支援」事業
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★印は重層的支援体制整備事業補助交付金の対象事業。
※表に記載されている名称等は令和5年4月1日現在のものです。

　各分野での地域づくりに関する取組を引き続き推進するとともに、世代や属性といった対象
を拡大することで、重層的な地域づくりを進めていきます。新たなコミュニティ等の立ち上げ
支援は、コミュニティソーシャルワーカー（CSW）＊や高齢者の生活支援推進員（生活支援コー
ディネーター）がその中心を担います。

3 地域づくり事業

～主な活動内容～
① 個人または団体への介護予防活動の参加や自主活動への支援

② 高齢者の生活支援推進員(生活支援コーディネーター)によるつながるサロン、誰でも食堂
等の立ち上げ支援、フレイル＊対策支援、買い物に困る高齢者に向けた移動販売の誘致等
の生活支援など

③ 障害のある人の居場所づくりや相談できる場などを提供する地域活動支援センター事業
（３類型）の実施

	 Ⅰ型…医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域の
	 	 　ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等
	 Ⅱ型…雇用・就労が困難な在宅の障害のある人に対し、機能訓練、社会適応訓練、
	 	 　入浴などのサービスを通じて自立を促進する事業
	 Ⅲ型…活動内容は作業や交流の場の提供をはじめ、各施設によって異なる

④ 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進、子育て等に関する相談、援助の実施など

⑤ コミュニティソーシャルワーカー（CSW）＊による食堂・サロン等の立ち上げ支援、運営支援

～主な事業～

事業名 実施主体（直営 / 委託） 主な活動場所

① ★地域介護予防活動支援事業 高齢者福祉課（一部委託） 高田介護予防センター
東池袋フレイル対策センター

② ★生活支援体制整備事業 高齢者福祉課（委託） 高齢者総合相談センター＊

圏域

③ ★地域活動支援センター事業 障害福祉課（一部委託） 地域活動支援センター
Ⅰ型～Ⅲ型

④ ★地域子育て支援拠点事業 子ども若者課（一部委託） 子ども家庭支援センター、
区立保育園、区民ひろば

⑤ ★コミュニティソーシャル
　ワーク事業 福祉総務課（委託） 区民ひろば
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　区役所に来所することができないが支援を必要とする人に、アウトリーチ＊活動等支援を継
続的に行い、適切な包括的相談支援、参加支援を実施します。　
　アウトリーチ＊活動等による訪問時に、訪問目的とは異なる課題が見つかった場合や、同居
する家族等に課題が見つかった場合など、複合的な課題を有する世帯であったことが判明した
ときは、他の関係機関と連携するなど、包括的な支援が行える体制づくりを推進していきます。

　多機関協働事業は、単独の支援機関では対応が難しい複雑化・複合化した事例の調整を
行い、関係する支援機関の役割分担や支援の方向性を定めるなど、事例全体の調整機能を担
い、重層的支援体制整備事業の中心的な役割を果たします。
　区では、複雑化・複合化した事例への対応の充実を図り、制度の狭間に陥らせることがない
よう、福祉、子ども、住宅、教育に関する部署と豊島区民社会福祉協議会＊に、福祉包括化推進
員を配置し、分野横断的な支援が可能な体制を整備しています。
　福祉包括化推進員が各部署に配置されていることで、事例発生時に、関係機関との支援に
向けた会議を直接コーディネートすることができ、迅速な対応が可能となっています。

4

5

アウトリーチ＊等を通じた継続的支援事業

多機関協働事業

★印は、重層的支援体制整備事業補助交付金の対象事業。
※表に記載されている名称等は令和5年4月1日現在のものです。
※配置人数が時点や状況によって変動する事業は、配置人数の欄に「-」と記載しています。

～主なアウトリーチ＊等活動～

事業名 実施主体 配置人数

★コミュニティソーシャルワーク＊事業 福祉総務課 16人

　民生委員・児童委員＊による見守り 福祉総務課 222人

　高齢者アウトリーチ＊事業 高齢者福祉課 16人

　見守りと支え合いネットワーク事業 高齢者福祉課 -

　路上生活者応急援護事業 生活福祉課 1人

　精神障害者に対するアウトリーチ＊活動 保健予防課 2人

　子ども若者総合相談事業 子ども若者課 3人

　子育て訪問相談事業 子ども家庭支援センター 10人

　ヤングケアラー＊支援体制強化事業 子ども家庭支援センター 2人
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　前述した福祉包括化推進員は、毎月１度、福祉包括化推進部会を開催しています。（P48参
照）この推進部会は、各部署で発生した事例の情報共有、社会福祉法に基づく支援会議、重
層的支援会議などの役割を担っています。

6 重層的支援会議の体制

1
　各福祉相談窓口（P81参照）で、複雑化・複合化した課題を持った相談があった場合、いった
んすべての相談を受け止め、福祉包括化推進員が相談内容を整理します。相談者からの同意
が得られた場合、関係機関を集め、重層的支援会議を開催し、相談者に沿った支援プランを
作成します。
　作成した支援プランに基づく支援を行うとともに、支援の適切性やその他の追加支援策な
どを、福祉包括化推進部会の中で協議し、相談者に対する支援を強化し、相談者の支援が終
結するまで、寄り添い型の支援を継続していきます。
　相談者から支援プラン作成についての同意が得られなかった場合は、社会福祉法第106条
に基づく支援会議として、福祉包括化推進部会の中で、相談者の情報を共有し、相談者へのア
プローチ方法の検討や、間接的な支援方策、相談者を世帯でみた場合に支援できる方策はな
いか等の検討を行います。支援の過程の中で相談者からの同意が得られた場合は、重層的支
援会議に移行します。
　福祉包括化推進部会の支援体制のあり方、福祉人材の育成指針、庁内連携の課題の整理など
については、上位組織である、福祉包括化推進会議を定期的に開催し、検討・協議しています。

重層的支援会議・支援会議の流れ

p85

地域住民による見守り

コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）に相談

【福祉包括化推進部会】で支
援の進捗状況を確認し、個々
の支援方針を検討
（重層的支援会議に移行）

世帯それぞれに合わせた
支援を開始

【支援会議】
関係者を集めて支援方針を検討

【福祉包括化推進部会】
支援方針を決定

アウトリーチによる
寄り添い型の支援を開始

母の介護のため
退職

現在無職

世帯主A ��歳
年金生活
介護拒否

親C ��歳
高校中退
進路未定

無職

子B ��歳

民生委員・
児童委員

民生委員

CSW

Aさん家族のこと
が心配だけど、ど
こに相談していい
かわからない…

就労について
相談してみては？

働きたいけど、自
分に何ができるか
わからない…

子どもや孫にずっと
迷惑をかけるわけに
もいかないわよね…

子どもと母親
の意思を尊重
してほしい

世帯主A
日中にできる

仕事を探すため
就職活動を開始

子B
自分にできる

ことを探すため、
ひきこもり
相談窓口へ

親C
日中の介護に
ついて検討

BさんとCさんに
個別で意思を
確認

まずは民生委員
さんと一緒に、A
さんにコンタクト
を取ってみます！

【重層的支援体制の流れ】
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2 連携体制

福祉包括化推進会議

福祉包括化推進部会

福祉包括化推進員による
関係者会議

※表に記載されている名称等は令和５年４月１日現在のものです。

構成員又は構成員の所属部署 推進会議 推進部会

1 保健福祉部長 ○

2 子ども家庭部長 ○

3 政策経営部　区民相談課 ○

4 総務部　男女平等推進センター ○

5 区民部　収納推進担当課 ○

6 区民部　国民健康保険課 ○

7 区民部　高齢者医療年金課 ○

8 保健福祉部　福祉総務課、自立促進担当課 ○ ○

9 保健福祉部　高齢者福祉課 ○ ○

10 保健福祉部　障害福祉課、障害福祉サービス担当課 ○ ○

11 保健福祉部　生活福祉課 ○ ○

12 保健福祉部　西部生活福祉課 ○ ○

13 保健福祉部　介護保険課 ○ ○

14 保健福祉部　健康推進課 ○ ○

15 保健福祉部　長崎健康相談所 ○ ○

16 子ども家庭部　子ども若者課 ○ ○

17 子ども家庭部　子育て支援課 ○ ○

18 子ども家庭部　児童相談課 ○ ○

19 子ども家庭部　子ども家庭支援センター ○ ○

20 都市整備部　住宅課 ○ ○

21 教育部　教育センター ○ ○

22 豊島区民社会福祉協議会＊ ○ ○

● 支援体制のあり方の検討
● 人材育成の推進
● 社会資源の把握と充足に向けた検討
● 上記のために庁内連携の課題の整理

● 支援プランの適切性の協議
● 支援提供者にプランの共有
● 支援プラン終結時等の評価

● プランの作成
● 関係機関を集めた会議を実施
※必要に応じて法に定める支援会議を開催

【豊島区の重層的支援会議】
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